
─ ─

調
査
報
告

過
疎
地
寺
院
再
調
査
報
告

山
梨
県
早
川
町
現
地
調
査

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
主
任
）

伊

藤

立

教

１
、
調
査
日
時

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
（
水
）

二
十
一
日（
金
）

２
、
調
査
内
容

国
指
定
過
疎
地
域
の
山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
内
宗
門
寺
院
を
対
象
に
、
過
疎
地
寺
院
の
実
態
を
調
査
す
る
。

３
、
調
査
方
法

平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
現
宗
研
作
成
報
告
書
『
過
疎
地
寺
院
調
査
報
告

こ
こ
ま
で
来
て
い
る
過
疎
地
寺
院

あ
な

た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
？
』
を
も
と
に
、
前
回
調
査
の
山
梨
県
早
川
町
九
ヶ
寺
（
再
調
査
五
ヶ
寺
、
新
規
調
査
四
ヶ

寺
）
を
、
前
回
調
査
に
関
わ
っ
た
久
住
師
・
常
岡
師
・
高
橋
師
・
山
本
師
と
共
に
現
地
で
再
調
査
し
、
二
十
二
年
の
間

の
、
過
疎
地
の
現
状
、
宗
門
か
ら
の
対
策
な
ど
の
変
化
の
実
態
を
調
査
す
る
。
寺
院
名
・
寺
院
住
所
・
檀
信
徒
名
な
ど

は
、
伏
せ
る
。
再
調
査
の
為
、
総
括
的
報
告
と
す
る
。

４
、
調
査
視
点

久
住
謙
是
主
任
（
当
時
）
の
発
案
で
始
ま
っ
た
、
日
蓮
宗
で
初
め
て
の
過
疎
地
寺
院
現
地
調
査
か
ら
二
十
二
年
経
る
間

に
、
宗
門
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を
採
っ
た
の
か
。
そ
の
実
効
は
あ
っ
た
の
か
。

５
、
調
査
人
員

伊
藤
立
教
主
任
・
渡
辺
観
良
所
員
・
山
口
功
倫
所
員

久
住
謙
是
顧
問
（
前
所
長
、
当
時
主
任
）
・
常
岡
裕
道
元
研
究
員
・
高
橋
謙
祐
元
所
員

山
本
是
光
身
延
町
善
行
寺
住
職
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６
、
調
査
報
告

（
１
）
前
回
（
昭
和
五
十
八
年

一
九
八
三
）
調
査
と
の
比
較

現
地
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
セ
ン
タ
ー
方
式
、
実
態
は
セ
ン
タ
ー
方
式

代
務
住
職
を
宗
門
の
過
疎
地
対
策
者
と
し
て
任
命
し
、
代
務
寺
院
の
宗
費
や
代
務
期
間
更
新
に
優
遇
を
は
か
り
、
実
質
的

な
セ
ン
タ
ー
方
式
と
し
て
機
能
さ
せ
て
は
ど
う
か
。

（
２
）
今
回
（
平
成
十
七
年

二
〇
〇
五
）
調
査
の
実
態
と
分
析

確
実
な
過
疎
の
進
行

今
回
調
査
し
た
地
域
の
人
口
は
、
確
実
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
高
齢
化
し
た
檀
信
徒
が
、
寺
院
に
お
い
て
年
中
・
月
例
・

地
区
の
お
参
り
を
し
て
い
る
が
、
ご
く
小
規
模
で
あ
る
。
地
区
集
落
全
体
で
寺
院
を
護
持
し
て
い
る
。
集
落
は
一
集
落
一
寺

院
な
の
で
、
区
の
費
用
を
使
っ
た
り
、
寺
院
を
公
民
館
と
し
て
地
区
の
利
用
に
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

調
査
地
域
に
お
け
る
人
口
増
加
の
見
通
し
は
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
無
い
。
集
落
で
生
ま
れ
育
ち
街
へ
出
た
子
供

は
、
集
落
へ
戻
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
街
で
生
ま
れ
た
子
供
（
孫
）
は
戻
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
十
五
軒
が
二
軒
三
人
に
減
少
し
た
集
落
は
、
人
口
増
加
の
見
通
し
は
全
く
無
く
、
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
化
し
て
い
る
。
こ

の
集
落
は
、
他
地
区
の
未
来
の
姿
と
い
わ
れ
て
い
る
。

檀
信
徒
は
、
年
金
で
生
活
を
し
て
い
る
が
、
自
給
自
足
の
畑
に
は
獣
害
が
あ
り
、
宗
費
等
が
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

代
務
住
職
体
制
で
良
し
と
す
る
檀
信
徒

無
住
寺
院
へ
住
職
が
来
て
も
、
生
活
の
保
障
が
で
き
ず
、
住
職
常
住
を
望
ま
な
い
。
檀
信
徒
は
、
葬
儀
・
法
務
・
年
中
行

事
等
を
代
務
住
職
か
近
隣
の
住
職
に
頼
む
こ
と
で
事
が
足
り
て
い
る
の
で
、
現
状
の
ま
ま
で
良
い
と
考
え
て
い
る
。

次
代
へ
の
信
仰
相
続
促
進
を
檀
信
徒
が
希
望
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檀
信
徒
は
、
明
治
以
来
の
妙
法
講
社
を
続
け
て
い
る
ほ
ど
信
仰
熱
心
で
あ
る
が
、
子
や
孫
は
、
仕
事
や
学
校
の
関
係
で
離

れ
た
街
に
住
み
、
集
落
の
寺
院
と
は
別
に
、
街
の
日
蓮
宗
寺
院
と
付
き
合
い
を
し
て
い
た
り
、
街
の
寺
院
に
お
墓
を
移
し
て

い
る
者
も
い
る
。
お
墓
や
生
ま
れ
故
郷
の
関
係
で
、
集
落
の
寺
院
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
が
、
呼
び
戻
す
に
も
生
計
が
立

て
ら
れ
な
い
の
で
、
強
く
は
言
え
な
い
。

子
や
孫
の
若
い
世
代
に
、
日
蓮
宗
を
意
識
さ
せ
て
欲
し
い
、
日
蓮
宗
を
宣
伝
し
て
欲
し
い
、
と
の
希
望
が
あ
る
。

過
疎
地
代
務
寺
院
の
特
例
と
し
て
、
代
務
更
新
３
年
毎
を
１
０
年
毎
に
と
代
務
住
職
が
希
望
（
書
類
費
負
担
重
・
手
続
き
煩

雑
）。

（
３
）
対
策

国
か
ら
迫
ら
れ
る
休
眠
宗
教
法
人
整
理

資
料（
１
）に
あ
る
よ
う
に
、
七
年
前
の
宗
会
で
過
疎
地
寺
院
対
策
に
関
連
し
て
、
休
眠
宗
教
法
人
（
不
活
動
法
人
）
に
言

及
し
て
い
る
が
、
宗
門
の
具
体
的
施
策
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
資
料
（
２
）
の
よ
う
な
動
き
も
あ
る
。

国
が
来
年
三
月
に
公
益
法
人
（
宗
教
法
人
課
税
）
見
直
し
法
案
を
上
程

資
料（
３
）に
あ
る
よ
う
に
、
特
別
法
人
で
あ
る
宗
教
法
人
は
引
き
続
き
非
課
税
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
半
年
後
の
政
府
法

案
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
休
眠
宗
教
法
人
に
国
の
手
が
入
る
前
に
自
治
能
力
を
発
揮
し
、
宗
教
法
人
法
の

趣
旨
に
添
っ
た
正
し
い
寺
院
運
営
を
す
る
自
浄
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

（
４
）
総
括二

十
二
年
前
の
現
宗
研
調
査
の
あ
と
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
十
月
に
宗
務
総
長
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
過
疎
地
寺

院
対
策
懇
談
会
が
発
足
し
た
。
翌
三
年
に
は
、
同
懇
談
会
で
山
梨
県
中
富
町
で
の
セ
ン
タ
ー
方
式
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
詳

細
不
明
）。
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平
成
八
年
二
月
に
は
、
同
懇
談
会
の
報
告
書
で
八
点
の
検
討
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、
山
梨

県
中
富
町
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
方
式
に
つ
い
て
、「
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
過
疎
問
題
が
解
決
の
方
向
に
向
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
し
、
当
該
地
の
寺
院
前
途
が
有
望
に
な
っ
た
訳
で
も
な
い
。
最
終
的
に
は
寺
院
の
統
廃
合
に
行
き
着
く
、
い
わ
ば
消
極

的
解
決
法
で
は
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
二
月
に
は
、
同
懇
談
会
の
総
括
的
な
報
告
書
が
出

さ
れ
、
十
七
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。

要
点
を
拾
っ
て
み
る
と
、

１．
同
懇
談
会
を
公
的
な
実
効
性
の
あ
る
機
関
と
す
べ
き
で
あ
る
。
仮
称
〉
布
教
拠
点
整
備
委
員
会
に
し
て
は
ど
う

か
。

２．
セ
ン
タ
ー
方
式
や
合
寺
等
を
提
言
し
た
。

３．
宗
門
の
中
に
、
こ
の
問
題
を
扱
う
専
門
の
部
署
を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

と
い
う
点
が
提
言
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
に
至
っ
て
の
現
状
は
ど
う
か
。

ま
た
、

４．
代
務
を
何
ヶ
寺
も
持
ち
、
一
人
で
握
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

５．
申
し
出
が
あ
っ
て
か
ら
の
対
応
で
は
な
く
、
宗
門
か
ら
強
制
的
に
指
導
で
き
る
よ
う
に
。

と
い
う
二
点
の
提
言
に
つ
い
て
は
、
一
人
の
教
師
が
地
区
の
無
住
寺
院
を
複
数
代
務
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
地
の

檀
信
徒
の
希
望
に
添
っ
て
い
る
（
顔
見
知
り
の
人
に
世
話
し
て
欲
し
い
）
面
が
あ
り
、「
強
制
的
な
指
導
」
に
つ
い
て
は
、

現
地
の
実
状
か
ら
全
く
離
れ
た
感
覚
で
は
な
か
ろ
う
か
。

過
疎
地
寺
院
の
檀
信
徒
の
、
何
と
か
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
声
に
応
え
て
宗
門
が
で
き
る
こ
と
を
探
る
た
め
の
本
調
査
で

あ
る
か
ら
、
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
妙
法
広
布
の
視
点
で
、
何
を
し
何
を
し
て
は
い
け
な
い
か
、
を
考
え
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る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
に
も
過
疎
、
信
仰
的
過
疎
の
問
題
が
あ
る
。

過
疎
問
題
に
関
す
る
研
究
調
査
に
つ
い
て
は
、
資
料
（
４
）（
５
）（
６
）
参
照
。

７
、
小

結

１．
過
疎
地
域
の
過
疎
化
は
進
行
す
る
ば
か
り
。

２．
過
疎
地
寺
院
の
檀
信
徒
は
高
齢
化
し
て
減
少
す
る
ば
か
り
。

３．
過
疎
地
無
住
寺
院
は
住
職
不
要
、
必
要
時
に
僧
侶
が
来
れ
ば
よ
い
、
が
当
該
地
区
檀
信
徒
の
声
。

４．
過
疎
地
寺
院
の
代
務
・
無
住
状
態
に
対
し
て
、

代
務
登
録
手
続
き
を
三
年
毎
か
ら
十
年
毎
に
延
長
し
、
手
続
き
費
用
を
補

助
、

課
金
の
減
免
、

現
在
の
代
務
住
職
を
過
疎
地
寺
院
対
策
員
と
し
て
公
式
に
任
命
し
、
活
動
を
保
証
す
る
。

５．
宗
務
院
に
過
疎
地
寺
院
対
策
の
専
従
職
員
を
配
置
。

６．
過
疎
過
密
を
国
内
開
教
と
一
括
せ
ず
、
過
疎
地
寺
院
対
策
を
専
門
の
委
員
会
と
す
る
。

７．
無
住
（
欠
員
）
寺
院
を
開
教
可
能
地
域
に
移
転
す
る
。（
実
例
あ
り
）

８．
過
疎
地
寺
院
の
支
院
と
い
う
形
で
開
教
可
能
地
域
に
布
教
拠
点
を
つ
く
る
。（
新
規
宗
教
法
人
設
立
よ
り
も
登
記
が
簡
単
）

以
上
、
今
回
の
調
査
も
踏
ま
え
た
提
言
と
す
る
。

８
、
資

料

（
１
）「
第
七
十
八
定
期
宗
会
宗
務
総
長
施
政
方
針
挨
拶
」（
永
井
祥
文
宗
務
総
長
、
平
成
十
年
四
月
一
日
付
日
蓮
宗
新
聞
抜
粋
）

ま
た
宗
教
法
人
の
改
訂
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
昨
年
十
二
月
、
文
化
庁
は
休
眠
状
態
に
な
っ
て
い
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、

解
散
を
求
め
て
い
く
方
針
を
固
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
備
付
書
類
等
が
提
出
さ
れ
な
い
宗
教
法
人
は
、
今
後
、
休
眠
法
人
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と
み
な
さ
れ
、
所
轄
庁
か
ら
解
散
請
求
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
書
類
の
提
出
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
、

全
国
の
宗
務
所
長
に
積
極
的
な
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
す
。
な
お
、
宗
務
総
長
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
り
ま
す
過
疎
地

寺
院
対
策
懇
談
会
は
、
過
疎
地
に
お
け
る
現
状
の
問
題
点
を
調
査
・
分
析
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
報
告
書
の
中
で
試
案
が
盛
り

込
ま
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
調
査
・
検
討
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
、
休
眠
法
人
・
不
活
動
法
人
に
対
す
る
具
体
的
な
調
査
や

対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
２
）「
宗
教
法
人
・
社
会
福
祉
法
人
・
病
院
・
財
団
法
人
・
社
団
法
人
・
老
人
ホ
ー
ム
・
学
校
法
人
の
譲
渡
仲
介
」
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
抜
粋
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
現
在
）

《
売
り
法
人
》

﹇
寺
院
〕

１．
茨
城
県
、
豪
華
・
新
築
寺
院
、
庭
・
最
高
、
土
地
・

坪
、
建
物
・

坪
、
住
職
居
宅
つ
き
、
２
億
円

﹇
宗
教
法
人
〕

１．
東
京
都
、
五
〇
〇
〇
万
円

２．
福
島
県
、
四
〇
〇
〇
万
円

３．
茨
城
県
、
四
〇
〇
〇
万
円

４．
宮
城
県
（
神
道
）、
四
〇
〇
〇
万
円

５．
神
奈
川
県
、
茨
城
県
、
福
島
県
、
群
馬
県
、
大
阪
府
、
滋
賀
県
、
奈
良
県
、
兵
庫
県
、
金
沢
市
、
香
川
県
、
北

海
道

《
買
い
法
人
》
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﹇
宗
教
法
人
〕

１．
東
京
、
関
東
圏
、
全
国

（
３
）「
非
営
利
法
人
に
関
す
る
課
税
の
方
向
性
」
資
産
税

（
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
）
別
添
資
料

〉

（
４
）「
特
集

寺
院
実
態
調
査
報
告

総
論

戦
後
社
会
の
変
動
と
地
方
寺
院
の
対
応

久
住
謙
是

一
、
過
疎
地
域
に
お

け
る
寺
院
の
現
状

山
梨
県
早
川
町

早
川
町
に
お
け
る
日
蓮
宗
寺
院
に
つ
い
て

そ
の
歴
史
的
形
成

林
是

晋

早
川
町
寺
院
調
査
報
告

久
住
謙
是

二
、
寺
院
後
継
者
難
問
題

福
井
県
寺
院
の
場
合

日
蓮
宗

に
お
け
る
住
職
代
務
寺
院
の
実
状

望
月
兼
雄
」

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
十
八
号

昭
和
五
十
九
年
三
月

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
発
行

（
５
）「
研
究
ノ
ー
ト

過
疎
地
寺
院
対
策
に
つ
い
て
の
考
察

小
寺
成
文
」

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
八
号

平
成
十
六
年
三
月

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
発
行

（
６
）「
現
場
の
声

過
疎
対
策
い
ま
打
つ
手
な
し
」

山
梨
県
身
延
町
善
行
寺
住
職

山
本
是
光

別
添
資
料

・

〉
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別
添
資
料

「
非
営
利
法
人
に
関
す
る
課
税
の
方
向
性
」
資
産
税

（
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
）

平
成
十
七
年
六
月
十
七
目
に
政
府
税
制
調
査
会
（
首
相
の
諮
問
機
関
）
か
ら
今
後
の
「（
新
た
な
）
非
営
利
法
人
に
関
す
る
課
税
及
び

寄
附
金
税
制
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
（
報
告
書
）」
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
現
在
法
制
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
「
新
た
な

非
営
利
法
人
制
度
※
」
を
踏
ま
え
て
、
非
営
利
法
人
に
関
す
る
課
税
の
あ
り
方
を
再
設
計
す
る
と
同
時
に
、
民
間
非
営
利
活
動
を
資
金
面

か
ら
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
寄
附
金
税
制
に
つ
い
て
も
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
検
討
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
内
容

（
課
税
上
の
取
扱
い
）
は
以
下
の
通
り
で
す
（
今
回
誌
面
の
都
合
上
寄
附
金
税
制
に
つ
い
て
は
割
愛
し
て
い
ま
す
）。

※
【「
新
た
な
非
営
利
法
人
制
度
」
の
基
本
的
な
仕
組
み
】

現
在
は
、
民
法
三
十
四
条
の
法
人
（
社
団
法
人
お
よ
び
財
団
法
人
）
の
設
立
に
際
し
、
主
務
官
庁
が
法
人
格
の
取
得
と
公
益
性
の

判
断
を
併
せ
て
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
設
立
と
公
益
性
の
判
断
を
分
離
し
、
公
益
性
の
有
無
を
問
わ
ず
、
中
間
法
人
（
中
間
法
人

制
度
は
廃
止
す
る
）
と
併
せ
て
「
新
た
な
非
営
利
法
人
」
と
し
て
、
登
記
の
み
で
簡
便
に
設
立
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

そ
の
上
で
、「
第
三
者
機
関
（
民
間
有
識
者
か
ら
な
る
小
委
員
会
）
に
よ
る
公
益
性
の
認
定
」
を
行
う
仕
組
み
を
創
設
す
る
。

●

「
公
益
性
を
有
す
る
非
営
利
法
人（
第
三
者
機
関
に
よ
り
公
益
性
の
認
定
を
受
け
た
法
人
）」
は
現
行
制
度
と
同
様
に
収
益
事
業
課
税

と
す
る
。

●

「
公
益
性
を
有
す
る
非
営
利
法
人
」
以
外
の
非
営
利
法
人
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、「
専
ら
会
員
の
た
め
の
共
益
的
事
業

活
動
を
行
う
非
営
利
法
人
」（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
、
同
窓
会
等
）は
会
員
か
ら
の
会
費
収
入
の
み
非
課
税
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
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の
非
営
利
法
人
に
つ
い
て
は
非
営
利
法
人
、
営
利
法
人
と
い
う
法
人
形
態
の
選
択
に
対
し
て
中
立
的
、
か
つ
、
租
税
回
避
手
段
の
防
止

の
観
点
か
ら
、
営
利
法
人
と
同
等
の
課
税
と
す
る
。

●

公
益
性
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
残
余
財
産
の
帰
属
者
は
国
等
の
一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
公
益
的
事
業
の
規
模
は
法
人

の
事
業
の
過
半
を
占
め
る
こ
と
、
同
一
親
族
等
か
理
事
等
に
占
め
る
割
合
を
制
限
す
る
こ
と
等
が
あ
る
。

ま
た
、「
公
益
性
を
有
す
る
非
営
利
法
人
」
の
資
格
を
失
っ
た
場
合
等
は
、
そ
の
事
由
の
発
生
時
点
に
遡
及
し
て
優
遇
措
置
を
取
り

消
す
と
と
も
に
、
優
遭
措
置
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
財
産
に
対
し
一
定
の
課
税
を
行
う
（「
専
ら
会
員
の
た
め
の
共
益
的
事
業
活
動
を
行

う
非
営
利
法
人
」
の
場
合
も
同
じ
）。

●

特
別
法
に
基
づ
く
非
営
利
法
人
等
（
社
会
福
祉
法
人
、
宗
教
法
人
、
学
校
法
人
、

法
人
等
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
と
同

様
に
収
益
事
業
課
税
と
す
る
。

●

公
益
法
人
等
に
共
通
す
る
課
税
上
の
諸
論
点
に
つ
い
て

収
益
事
業
の
範
囲

範
囲
の
根
本
的
洗
い
直
し
と
範
囲
の
拡
大

軽
減
税
率

営
利
法
人
の
基
本
税
率
（
三
十
％
）
と
同
等
の
税
率
と
す
る

み
な
し
寄
附
金
制
度
（
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
特
例

拡
充
、
廃
止
と
も
に
検
討

こ
の
よ
う
な
公
益
法
入
課
税
の
見
直
し
や
、
昨
今
の
公
益
法
人
等
に
対
す
る
税
務
調
査
事
案
（
特
に
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正
に
よ
る

消
費
税
の
免
税
事
業
者
ラ
イ
ン
の
引
き
下
げ
に
よ
る
消
費
税
調
査
）
の
増
加
を
考
え
ま
す
と
、
公
益
法
人
に
つ
き
ま
し
て
も
今
ま
で
以
上

に
、
厳
密
な
税
務
判
断
に
基
づ
い
た
税
務
申
告
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

税
理
士
法
人

総
合
研
究
所
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別
添
資
料

現
場
の
声

過
疎
対
策
い
ま
打
つ
手
な
し（

山
梨
県
身
延
町
善
行
寺
住
職
）

山

本

是

光

住
め
な
い

最
盛
期
四
十
五
軒
（
昭
和
二
十
七
年
に
は
三
十
五
軒
の
記
憶
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
）
あ
っ
た
村
も
、
今
住
ん
で
い
る
の
は
二
軒
で
す
。

時
々
帰
っ
て
き
て
泊
ま
っ
て
い
け
る
家
は
八
軒
、
し
か
し
実
際
に
泊
ま
っ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
る
の
は
、
二
軒
の
み
で
す
。
元
の
住

民
が
こ
の
村
に
帰
っ
て
く
る
の
は
、
財
産
管
理
、
つ
ま
り
家
の
管
理
や
、
畑
だ
っ
た
所
へ
植
林
し
た
も
の
を
手
入
れ
す
る
た
め
で
す
。
村

の
家
々
に
近
い
の
で
、
迷
惑
に
な
ら
な
い
程
度
に
す
る
だ
け
で
す
。
少
し
離
れ
た
自
分
の
山
に
は
、
手
を
入
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
三
十
年

か
ら
四
十
年
は
経
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
木
の
価
値
、
山
の
価
値
が
ゼ
ロ
に
等
し
い
か
ら
で
す
。
手
入
れ
す
る
だ
け
赤
字
と
な
る
か
ら

で
す
。
家
は
朽
ち
る
に
任
せ
て
あ
る
の
が
現
状
で
す
。
都
会
に
立
派
な
家
が
あ
り
、
山
間
・
傾
斜
地
の
た
め
、
解
体
に
も
人
力
し
か
手
が

な
く
、
そ
の
人
手
も
な
く
、
費
用
も
高
く
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
す
。
屋
敷
の
価
値
も
ゼ
ロ
に
等
し
く
、
買
い
手
も
な
い
。

借
り
手
も
な
い

今
住
ん
で
い
る
父
な
り
母
な
り
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
そ
の
家
に
戻
っ
て
き
て
住
む
可
能
性
は
、
極
め
て
少
な
い
。

改
造
し
て
貸
す
に
し
て
も
、
ト
イ
レ
を
水
洗
に
し
な
く
て
は
、
借
り
手
も
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
費
用
は
、
掛
け
ら
れ
な
い
。

村
に
来
る
時
は
親
戚
の
法
事
く
ら
い
で
す
。
そ
の
法
事
も
、
都
会
の
家
で
済
ま
せ
、
家
族
だ
け
か
濃
い
親
戚
筋
の
人
で
墓
参
す
る
形
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
村
に
来
て
も
、
家
を
見
る
だ
け
で
、
入
ら
ず
、
宿
泊
し
た
い
時
は
、
近
く
に
公
共
の
宿
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
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へ
泊
ま
り
ま
す
。
普
段
無
住
な
の
で
、
掃
除
を
し
て
座
る
ま
で
半
日
か
か
り
ま
す
の
で
。

人
手
が
な
い

葬
式
の
本
葬
は
寺
回
向
と
言
い
、
当
日
に
正
装
し
た
僧
侶
が
寺
か
ら
施
主
の
家
に
迎
え
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
行
列
で
寺
に
入
り
、
本
葬

を
済
ま
せ
、
納
骨
に
向
か
い
、
終
わ
っ
て
施
主
の
家
で
初
七
日
を
す
る
の
が
普
通
で
す
。
そ
れ
を
、
親
戚
、
組
の
人
、
村
人
が
お
手
伝
い

す
る
の
で
す
。

こ
の
頃
は
葬
式
も
、
納
棺
し
て
か
ら
四
十

離
れ
た
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
ま
で
行
き
、
通
夜
・
葬
式
・
初
七
日
ま
で
済
ま
せ
て
か
ら
、

家
に
戻
る
形
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
手
が
な
く
、
高
齢
者
で
お
手
伝
い
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
と
、
車
の
駐
車
場
が
な
い
た
め
で
す
。

獣
害

村
全
体
を
電
柵
で
覆
っ
た
所
も
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
人
間
が
檻
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
。
猪
・
鹿
・
猿
の
害
で
作
物
が
荒
ら
さ

れ
、
収
穫
が
ゼ
ロ
に
等
し
く
、
留
守
に
す
れ
ば
家
の
中
ま
で
猿
に
入
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
車
道
も
、
電
柵
の
扉
を
開
け
閉
め
し
て
、
村
へ

の
出
入
り
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
電
柵
も
今
は
、
猿
に
は
効
か
ず
、
困
っ
て
い
ま
す
。
電
柱
電
線
を
伝
わ
っ
て
、
入
っ
て
き
ま
す
。
生
活

の
場
が
少
な
く
な
り
、
住
み
に
く
く
な
っ
て
き
た
た
め
で
し
ょ
う
。

身
延
山
の
近
く
（
道
の
り
で
二

位
）
の
小
田
船
原
で
も
、
ト
タ
ン
と
二

位
の
網
で
囲
い
、
そ
の
中
に
住
ん
で
い
ま
す
。
車
の
出
入

り
の
所
だ
け
開
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
猪
が
入
り
、
庭
の
ゆ
り
の
花
の
根
を
掘
り
、
後
に
人
に
吸
い
付
い
て
血
を
吸
う
ヒ
ル
を
置

い
て
い
き
、
庭
の
草
取
り
の
時
な
ど
に
、
知
ら
ぬ
間
に
食
わ
れ
て
、
足
も
手
も
そ
の
血
で
真
っ
赤
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
一
週
間
位
、
痒

く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。（
平
成
十
年
位
か
ら
）

代
務
・
合
併

そ
ん
な
中
で
過
疎
の
寺
の
代
務
を
し
て
い
ま
す
が
、
合
併
と
い
っ
て
も
、
村
へ
直
線
で
一

位
、
道
の
り
で
二

位
離
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
山
ふ
た
山
越
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
理
的
問
題
と
、
自
分
の
家
さ
え
守
れ
な
い
中
で
、
誰
が
ど
う
や
っ
て
い
い
の
か
、
い
ま
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だ
に
検
討
が
つ
き
ま
せ
ん
。
村
意
識
も
強
く
、
他
を
受
け
入
れ
る
素
地
は
少
な
く
、
時
代
の
流
れ
の
中
、
高
齢
化
も
あ
っ
て
、
他
村
ま
で

は
、
直
接
面
倒
見
切
れ
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。

廃
寺

村
人
が
完
全
に
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
廃
寺
に
し
た
場
合
に
、
財
産
処
分
の
問
題
は
、
買
い
手
が
な
い
の
で

換
金
で
き
な
い
、
よ
っ
て
処
分
で
き
な
い
。
宗
門
は
管
理
不
可
能
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
良
い
手
立
て
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

国
が
問
題
に
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
現
実
を
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど
う
し
て
く
だ
さ
る
の
か
、
具

体
的
に
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま

今
は
、
一
人
も
い
な
く
な
る
ま
で
、
来
な
く
な
る
ま
で
、
本
堂
を
檀
家
さ
ん
の
皆
さ
ん
と
共
に
守
り
、
境
内
地
の
草
取
り
・
掃
除
を
し

て
年
中
行
事
を
実
施
し
な
が
ら
、
困
り
ご
と
相
談
・
御
祈
祷
等
に
応
じ
つ
つ
、
棚
経
等
に
は
、
都
会
の
家
ま
で
必
ず
出
向
く
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

寺
名
を
都
会
に
移
す
こ
と
も
あ
り
得
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
寺
格
だ
け
は
移
り
ま
す
が
、
後
の
こ
と
は
放
棄
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
の
所
を
ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

か
す
か
な
希
望

幸
い
二
軒
ほ
ど
、
孫
が
地
域
の
役
場
と
郵
便
局
に
就
職
し
て
、
祖
父
母
の
家
か
ら
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
明
る
い
話
題
で
す
。

定
年
退
職
し
た
人
が
戻
っ
て
く
る
例
も
、
時
々
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
一
・
二
軒
く
ら
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
行
政
も
色
々
智
慧
を
し
ぼ
っ

て
、
空
き
家
に
、
都
会
の
人
に
住
民
票
と
共
に
移
り
住
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
（
ネ
ッ
ク
は
ト
イ
レ
ら
し
い
）。
こ
れ
ら
が
上
手
に
機
能

す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
町
全
体
が
少
し
で
も
良
く
な
り
、
寺
院
も
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
間
が
必
要
で
す
。
別
添
資

料

を
参
照
。
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早
川
町
お
よ
び
周
辺
の
人
口

※
昭
和
三
十
五
年
お
よ
び
五
十
五
年
の
数
値
は
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
現
宗
研
作
成
報
告
書

『
過
疎
地
寺
院
調
査
報
告

こ
こ
ま
で
来
て
い
る
過
疎
地
寺
院

あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す

か
？
』
よ
り
。

※
平
成
十
四
年
度
の
数
値
は
、
山
梨
県
統
計
調
査
課
作
成
『
平
成
十
四
年
度
山
梨
県
常
住
人
口
調

査
結
果
報
告
』
よ
り
。

※
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
三
月
一
日
、
富
沢
町
・
南
部
町
は
合
併
し
、
南
部
町
に
。

※
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
九
月
十
三
日
、
下
部
町
・
中
富
町
・
身
延
町
は
合
併
し
、
身
延
町

に
。

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
山
口
功
倫
所
員
作
成
）

﹇
附
記
〕

本
調
査
終
了
直
後
、

か
ら
過
疎
地
寺
院
の
実
態
に
つ
い
て
取
材
が
あ
り
、
平
成
十
八
年

一
月
十
四
日
（
土
）
午
後
十
時

十
一
時
三
十
分
の

教
育
テ
レ
ビ

特
集
番
組
『
お

寺
ル
ネ
サ
ン
ス
を
め
ざ
し
て
」
で
、
日
蓮
宗
過
疎
地
寺
院
現
地
調
査
を
実
際
に
発
案
し
調
査
し
た

久
住
謙
是
元
所
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
放
映
さ
れ
た
。

別
添
資
料

人口減少率（％）人　　口　　（人）
町　村　名

H14/S35平成14年昭和55年昭和35年

55.85,3207,71912,028下　部　町

56.04,3035,6969,783中　富　町

84.61,6443,00510,679早　川　町

43.67,7899,80713,805身　延　町

41.24,0235,0206,838富　沢　町


